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【公表日】令和2年9月17日(2020.9.17)
【年通号数】公開・登録公報2020-038
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【国際特許分類】
   Ｇ０１Ｔ   1/164    (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０１Ｔ    1/164    　　　Ｂ

【手続補正書】
【提出日】令和3年6月3日(2021.6.3)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　身体部位の放射線医薬品定量化のための装置（１０）であって、
　－　入力ユニット（２０）と、
　－　処理ユニット（３０）とを含み、
　前記入力ユニットが、前記処理ユニットに身体部位の少なくとも１つのガンマ画像を提
供するように構成され、
　前記少なくとも１つのガンマ画像が、ガンマ線および／またはＸ線を検出するように構
成される少なくとも１つのガンマカメラによって取得されたものであり、
　前記少なくとも１つのガンマ画像が、少なくとも１つの放射線医薬品の崩壊から生じた
データを含むスペクトルエネルギーデータを含み、
　前記入力ユニットが、前記処理ユニットに、前記少なくとも１つの放射線医薬品の崩壊
と関連付けられた特徴的な光子放出エネルギーおよび放出確率を提供するように構成され
、
　前記処理ユニットが、前記身体部位内の複数の空間位置における前記少なくとも１つの
放射線医薬品の活量を決定するように構成され、
　前記複数の空間位置のうちのある空間位置についての決定が、その空間位置に対応する
前記少なくとも１つのガンマ画像内の少なくとも１つの位置についての前記スペクトルエ
ネルギーデータから生成される実験スペクトルの生成された合成スペクトルへの相関を含
み、
　前記合成スペクトルの生成が、前記少なくとも１つの放射線医薬品の崩壊と関連付けら
れた前記光子放出エネルギーおよび放出確率の利用を含み、
　前記処理ユニットが、前記身体部位内の前記少なくとも１つの放射線医薬品の空間分布
を決定するように構成される、
　装置（１０）。
【請求項２】
　身体部位の放射線医薬品定量化のためのシステム（１００）であって、
　－　光子取得ユニット（１１０）と、
　－　請求項１に記載の身体部位の放射線医薬品定量化のための装置（１０）と、
　－　出力ユニット（１２０）とを含み、
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　前記光子取得ユニットが、少なくとも１つのガンマカメラ（１３０）を含み、前記光子
取得ユニットが、前記少なくとも１つのガンマ画像を提供するように構成され、
　前記出力ユニットが、前記身体部位内の前記少なくとも１つの放射線医薬品の空間分布
を含む画像を出力するように構成される、
　システム（１００）。
【請求項３】
　身体部位の放射線医薬品定量化のための方法（２００）であって、
　（ａ）処理ユニット（３０）に身体部位の少なくとも１つのガンマ画像を提供すること
（２１０）であって、前記少なくとも１つのガンマ画像が、ガンマ線および／またはＸ線
を検出するように構成される少なくとも１つのガンマカメラによって取得されたものであ
り、前記少なくとも１つのガンマ画像が、少なくとも１つの放射線医薬品の崩壊から生じ
たデータを含むスペクトルエネルギーデータを含む、提供すること（２１０）と、
　（ｂ）前記処理ユニットに、前記少なくとも１つの放射線医薬品の崩壊と関連付けられ
た特徴的な光子放出エネルギーおよび放出確率を提供すること（２２０）と、
　（ｃ）前記処理ユニットによって、前記身体部位内の複数の空間位置における前記少な
くとも１つの放射線医薬品の活量を決定すること（２３０）であって、前記複数の空間位
置のうちのある空間位置についての決定が、
　（ｃ１）合成スペクトルを生成すること（２４０）と、生成した前記合成スペクトルを
、その空間位置に対応する前記少なくとも１つのガンマ画像内の少なくとも１つの位置に
ついての前記スペクトルエネルギーデータから生成される実験スペクトルに相関させるこ
ととを含み、前記合成スペクトルを生成することが、前記少なくとも１つの放射線医薬品
の崩壊と関連付けられた光子放出エネルギーおよび放出確率を利用することを含む、決定
すること（２３０）と、
　（ｄ）前記処理ユニットによって、前記身体部位内の前記少なくとも１つの放射線医薬
品の空間分布を決定すること（２５０）と、
　を含む方法（２００）。
【請求項４】
　プロセッサによって実行されるときに請求項３に記載の方法を実行するように構成され
る、請求項１に記載の装置および／または請求項２に記載のシステムを制御するためのコ
ンピュータプログラム要素。
【請求項５】
　請求項４に記載のプログラム要素が格納されているコンピュータ可読媒体。
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